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議会の現状とオンブズマン
のこれまでの取り組み

～政務調査費・海外視察・費用弁償～

仙台市民オンブズマン
菊 地 修

2008.11.29
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私たちの取り組み（どうしてこんなに？）

 政務調査費訴訟

市：平成１３年度分から平成１５年度分（勝訴）

県：平成１５年度分から平成１８年度分まで（勝訴，
係属中，１２月１日判決言渡し）

 海外視察訴訟（係属中）

仙台市議会の２件（１２月１８日判決言渡し）

宮城県議会の２件（証人尋問：１月２０日１０時）

 費用弁償（係属中）

９月１０日に提訴（次回期日：１２月１５日１時）
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政務調査費を出せる根拠

議員の調査研究に資するため，県議会の
各会派又は会派に所属しない議員に交付
される公金（地方自治法１００条１３項以
下）

 宮城県議会における政務調査費の交付に
関する条例

 仙台市政務調査費の交付に関する条例
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政務調査費の額

 宮城県

議員１人あたり月額３５万円（年額４２０万円）

 仙台市

議員１人あたり月額３５万円（年額４２０万円）
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議員に支出される税金は？

①議員報酬

②費用弁償（本会議や委員会に出席したと
きにもらえる）

③政務調査費

④海外視察（４年間の任期中に２回まで）

→では，いくらくらいになるのか
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県と仙台市の対照表

４年間で１００万円４年間で１００万円海外視察4

距離に応じて支給１日10,000円費用弁償3

¥1,173,200¥18,158,700¥1,174,000¥18,168,300小計

¥350,000¥4,200,000¥350,000¥4,200,000政務調査2

¥823,200¥13,958,700¥824,000¥13,968,300議員報酬1

月額年額月額年額

宮城県仙台市
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予定された政務調査費の使い道

議員の調査活動のための資金として予定
されている

（分類…県条例施行規程第６条，市条例施
行規定２条）

①調査研究費，②研修費，③会議費，

④資料作成費，⑤資料購入費，⑥広報費，

⑦事務所費，⑧事務費，⑨人件費など
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政調費…従前からの指摘

1. 第２の議員報酬（高額な経費水増し）

2. 私的な観光と区別不能の視察

3. 私的な備品の購入（本代，油代等）

4. 政党の政治活動や選挙活動，後援会活
動への支出

5. 使途の情報公開の不十分さ（領収書添
付の少なさ）
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県条例・施行規程の問題点

①旅費の簡便計算の容認

②より分かりやすい調査研究結果報告書も不
要

③調査研究費，研修費，会議費のほとんどに
ついて領収書の添付不要

④事務所費，人件費のずさんな按分
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県の旅費の簡便計算の違法性

 実費主義の原則を無視

 領収書添付をまったくしていない（様式１３
号のみ）

 不当な水増し認定・・自家用車で視察した
ら定額（たとえば7000円）がもらえる
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７０００円計上の実例（H16)

栗原の議員 ０キロで７０００円

気仙沼の議員 ０．５キロで７０００円

塩釜の議員 １キロで７０００円

石巻の議員 １キロ７０００円

多賀城の議員 １キロ７０００円

仙台の議員（29回も）１キロ７０００円
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宮城県議会のとりきめ（規程）

（宿泊しない場合）

５０キロ未満 ７，０００円

５０キロ以上１００キロ未満 １１，５００円

１００キロ以上１５０キロ未満 １６，０００円

１５０キロ以上２００キロ未満 ２０，５００円

２００キロ以上 ２２，０００円
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使われ方の実態

 記念式典

 入学式・卒業式「調査」

 夏祭り「調査」

 新年会「調査」

 甲子園応援「調査」で１０万円

政務調査費はこんなものに使われている
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夏祭りも「調査」仁田和廣議員（Ｈ１６度）



15

仁田和廣議員（Ｈ１７度）
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新年会も「調査」熊谷義彦議員（H16度）
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熊谷義彦議員（Ｈ１７度）
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開通式も「調査」 （安藤俊威議員）H16度
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安藤俊威議員（Ｈ１７度）
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どうしてこんなことになるのか

 県議会のとりきめ（県内旅費日額）に従っ
ている

 どうしてそんなとりきめになったのか？

 自民党県民会議が提案し，承認された

 承認された理由は？



21

自民党県民会議の説明

 旅内経費 高速料金と駐車料金

 車の耐用年数６年，６万キロと設定
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自民党県民会議の説明
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県議会のとりきめの問題点

新車購入費＋タイヤ＋車検代＋諸税…
つまり，新車を買って乗る経費すべてを
税金から出すことになる

駐車しなくとも，高速を利用しなくとも，
必ず４０００円が加算される
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なぜこんな案が承認されたの？

 第７回検討委員会会議録にホンネが…
（平成１５年１２月１６日会議録）
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第７回検討委員会会議録
(H15.12.16)
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条例改正前と後の比較

¥22,000２００㎞以上¥20,200１８０㎞以上

¥20,500１５０～２００㎞未満¥16,900１２０～１８０㎞未満

¥16,000１００～１５０㎞未満¥14,100８０～１２０㎞未満

¥11,500５０～１００㎞未満¥12,200５０～８０㎞未満

¥7,000～５０㎞未満¥10,800～５０㎞未満

（改正後）政務調査費条例 別表２（改正前）報酬等に関する条例 別表３
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共産党会派（実費方式）と他会派（簡便

計算方法）の県内旅費比較（Ｈ１６度）

会派名 議員数
年間走行距離
（会派合計）ｋｍ

年間支給総額
（会派合計）円

年間走行距離
（1人あたり）ｋｍ

年間支給総額
（1人あたり）円

1kmあたり
(円）

1人あたり支給額に
ついての共産党と
他会派との比較

日本共産党
宮城県会議員団

2 21,844 424,759 10,922 212,380 19.4 1.00

自由民主党・県民会議 27 210,029 44,074,705 7,779 1,632,396 209.9 7.69

フロンティアみやぎ 11 97,558 18,854,120 8,869 1,714,011 193.3 8.07

民主フォーラム 7 60,455 12,966,000 8,636 1,852,286 214.5 8.72

公明・21世紀クラブ 6 61,740 12,622,500 10,290 2,103,750 204.4 9.91

社民党 6 85,723 15,195,226 14,287 2,532,538 177.3 11.92

※共産党の年間支給総額はｶﾞｿﾘﾝ代、高速料金、駐車料金の合計額です。
　 その他の会派は簡便計算方法による支給総額です。

※移動距離未記載の多い議員（ﾌﾛﾝﾃｨｱみやぎ１名）「50ｋｍ未満」との記載が多く、
  正確な移動距離を把握できない議員（自民党・県民会議１名）については議員数か
  ら除外しております。
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共産党会派（実費方式）と他会派（簡便

計算方法）の県内旅費比較（Ｈ１７度）

会派名 議員数
年間走行距離
（会派合計）ｋｍ

年間支給総額
（会派合計）円

年間走行距離
（1人あたり）ｋｍ

年間支給総額
（1人あたり）円

1kmあたり
（円）

1人あたり支給額に
ついての共産党と
他会派との比較

日本共産党
宮城県会議員団

2 19,444.0 383,862 9,722 191,931 19.7 1.00

自由民主党・県民会議 29 232,943.8 44,496,970 8,033 1,534,378 191.0 7.99

フロンティアみやぎ 11 108,287.0 20,293,292 9,844 1,844,845 187.4 9.61

民主フォーラム 7 63,450.6 12,924,788 9,064 1,846,398 203.7 9.62

公明・21世紀クラブ 4 50,155.9 9,138,901 12,539 2,284,725 182.2 11.90

社民党 6 86,487.0 14,430,500 14,415 2,405,083 166.9 12.53

※共産党の年間支給総額はｶﾞｿﾘﾝ代、高速料金、駐車料金の合計額です。
　 その他の会派は簡便計算方法による支給総額です。
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共産党会派（実費方式）と他会派（簡便

計算方法）の県内旅費比較（Ｈ１８度）

会派名 議員数
年間走行距離
（会派合計）ｋｍ

年間支給総額
（会派合計）円

年間走行距離（1
人あたり）ｋｍ

年間支給総額
（1人あたり）円

1kmあたり
(円）

1人あたり支給額に
ついての共産党と他

会派との比較

日本共産党
宮城県会議員団

1.5 15,777.0 292,815 10,518 195,210 18.6 1.00

自由民主党・県民会議 26 217,322.2 41,848,000 8,359 1,609,538 192.6 8.25

フロンティアみやぎ 9 86,419.0 16,046,500 9,602 1,782,944 185.7 9.13

民主フォーラム 7 68,232.0 12,974,500 9,747 1,853,500 190.2 9.49

公明・21世紀クラブ 4 44,166.9 9,042,000 11,042 2,260,500 204.7 11.58

社民党 6 82,668.0 14,369,500 13,778 2,394,917 173.8 12.27

※共産党の年間支給総額はｶﾞｿﾘﾝ代、高速料金、駐車料金の合計額です。
　 その他の会派は簡便計算方法による支給総額です。

※共産党所属議員の１名が１２月に死亡しているので、議員数を1.5として他会派との比較を行った。



30

政務調査費の問題点まとめ

①旅費…実費とはほど遠い支出基準

②「調査」と名付ければ何でも旅費が出る

③県議はＨ１７度以降は使途を隠している

④市議は１万円以下の領収書を非開示とし
ている
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議員の海外視察費用

 仙台市議

４年間で１人１００万円，２回以内

 宮城県議 ４年間で１人２回以内

Ｈ１８年度までは４年間で１２０万円

Ｈ１９年度からは４年間で１００万円

 しかも、日当・食卓料・支度料が出る
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日当・宿泊料・食卓料・支度料

宮城県議

日当8300円から5100円
宿泊料25700円から15500円
食卓料7700円
支度料86240円

（県議会議員の報酬等に関する条例

別表第二）
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仙台市議はさらに高額

仙台市議

日当10500円から6300円
宿泊料32200円から19300円
食卓料8600円
支度料118580円

（職員等の旅費に関する条例別表第二）
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海外視察人気の行き先

1. イタリア，ドイツ，フランス，スイス

2. スウェーデン，フィンランド，オランダ

3. アメリカ（ニューヨーク，ラスベガス）

4. シンガポール，マレーシア

いずれも多額の費用がかかっている

詳細は別紙１（宮城県）

別紙２（仙台市）
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市議視察日程前半（別紙３）

 ギザでは何を視察したの？報告書もなし
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市議視察日程後半（別紙３）

植田耕資議員
の証言

 小中学校視察
で「そこで質問
して，初めてイ
ジメのないこと
が分かった」

 目立つ博物館
巡り
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市議視察日程前半（別紙４）

 バチカン市国との交
流窓口調査？

 いまだに窓口がどこ
かは不明とのこと（池
田友信議員の証言）
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市議視察日程後半（資料４）

 仙台カップへのイタリ
アチーム派遣要請

 イタリア４選手の足型
取り要請

 ２７日午後から２９日
は観光と大差なし

 成果はまだない（同議
員の証言）
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議員の海外視察のまとめ

1. 予算枠一杯を使う豪華旅行（１社随意契約）

2. 政治課題との関連性が希薄

3. 「視察」と名の付いた「観光」が多い

4. 政治課題に役立った形跡がない

5. 調査報告書も「感想文」程度

6. 日当・宿泊料，食卓料，支度料まで支給

7. 結局，教養アップとモチベーション維持
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費用弁償（議会等出席の場合）

議会や委員会に出席すると支給

 仙台市 １日 10000円
 宮城県 別表第三

～50㎞未満 10800円
～80㎞未満 12200円
～120㎞未満 14100円
～180㎞未満 16900円
180㎞以上 20200円
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実費とかけ離れた支給

宮城県議会議員が県議会の会議に出席するために要
する交通費

参考となる県内の主要な交通機関の運賃は次のとおり

仙台～作並 ４８０円（ＪＲ乗車券・片道・３６．４ｋｍ）

仙台～山下 ５７０円（ＪＲ乗車券・片道・３５ｋｍ）

仙台～気仙沼 ２，２１０円（ＪＲ乗車券・片道・１４６．４ｋｍ。
なお、往復３６００円あり）

市内中心部 １００円（仙台市営バス・１００円パック）

泉中央～富沢 ３５０円（地下鉄片道・約２８分・１４．８ｋｍ）
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算出方法の不合理さ

 宮城県議会議員に支給されている日額１０，８００
円から２０，２００円の算定方法は、「日当」３，３００
円、「宿泊料」７，４５０円、往復５０ｋｍ以上の場合
に１ｋｍにつき「車賃」４７円を加算したもの（下記
表）。
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県議会のあきれた方針（１１月２
０日河北新報朝刊）
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県議会のあきれた方針

 移動１㎞当たり９０円もらえる
 プラス１日あたり４０００円もらえる

↓
政務調査費の支給基準と全く同じ

↓つまり
議会に出席するための自動車を購入できる計

算だし，高速や駐車場を使わなくても自動的に１
日４０００円もらえる。
そもそも議会への出席は議員本来の職務では

ないのか？
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議会の現状と課題 まとめ

 多数の議員特権，多数の不正支出

 これで議会が行政を監視・チェックできるか？

 小手先の「改革」 もはや議会に自浄能力なし

 「選挙で落とせばよい」？ 住民に情報が伝えら
れていない

 監査委員（議会からも選出）もチェックせず

 お手盛りに住民訴訟により司法のメスを！ 議会
裁量は免責の理由にならない

 自立した市民の監視の目を！


